
日野市における糖尿病性腎症重症化予防事業 

 糖尿病または糖尿病性腎症を治療中の被保険者のうち、糖尿病重症化予防のための保

健指導が有効である者を抽出して保健指導プログラムを実施することにより、人工透

析への移行を抑制し、対象者の QOLの向上と医療費の適正化を図る。 

 人工透析を実施している被保険者の多くが社会保険資格喪失後、特定健診未受診のま

ま透析開始に至っていることから、特定健診受診勧奨を強化することが重要であるが、

特定健診受診後に異常値を放置している者も多い。適切な治療へつなげるため、医療

機関への受診を勧奨する。 

 前年の特定健診の結果に基づき対象者を抽出し「微量アルブミン尿検査」を実施する

ことにより、糖尿病性腎症の早期発見、早期治療につなげ、進行を抑制する。 

 

 糖尿病重症化予防プログラム（平成 27年度より実施）※以下は平成 29年度実績 (１)

【平成 29年 4月～6月】 

・生活習慣に起因する糖尿病および糖尿病性腎症の患者 11名に対し、平成 28年度１月

より開始した生活習慣の改善を促す保健指導を継続して実施。 

・指導状況について、各かかりつけ医療機関への情報提供を毎月実施。 

【平成 29年 7月】 

・新規実施分の候補者として、生活習慣に起因する糖尿病および糖尿病性腎症の患者を、

委託にて抽出し、候補者リストを作成。（次年度は２年連続▲eGFRを条件に追加） 

【平成 29年８月～９月】 

・新規実施分の対象者を決定。対象者へ通知を送付し、参加者を募集。 

【平成 29年 10月～12月】 

・参加者 18名を決定し、生活習慣の改善を促す保健指導を開始。 

・指導状況について、各かかりつけ医療機関への情報提供を毎月実施。 

【平成 30年 1月～3月】 

・保健指導の継続実施。各かかりつけ医療機関への情報提供を実施。 

 

 医療機関受診勧奨（平成 27年度より実施）※以下は平成 29年度実績 (２)

【平成 29年 10月】 

・健診異常値放置者に対し、医療機関の早期受診を促す勧奨通知を送付。 

〔候補者抽出条件〕 

 平成 28 年 7 月～平成 29 年 5 月に特定健診を受診し、その結果に要経過観察また

は要治療、要精密検査の値があるにもかかわらず、その後の医療機関受診が診療

報酬明細書にて確認できない国保被保険者。 

〔対象者決定条件〕 

 「要治療、要精密検査」の値が 1つ以上ある者 

 血圧および脂質の両方に、「要経過観察、生活改善」または「要治療、要精密検査」

の値がある者 

 「糖尿病発症リスク区分」が既発症の者 

 「糖尿病発症リスクスコア」(※)の発症確率が６％以上かつ「糖尿病発症リスク」

または「心血管病発症リスク」が「測定不能」でない者 

 対象者リスト作成時点で国保資格のある者 

【平成 30年 3月】 

・効果測定を実施し、事業効果を検証。 

 

※ 国立国際医療研究センター疫学予防研究部の作成した、２型糖尿病の発症リスクを予測する

リスクスコア。３年後の糖尿病発症確率を、特定健診の検査項目を使用して予測する。  

資料６－３ 



 微量アルブミン尿検査（平成 28年度より実施）※以下は平成 29年度実績 (３)

【平成 29年 4月～平成 30年 3月】 

・市内 47医療機関へ尿自動分析装置を設置し、業務委託にて検査事業開始。 

・受診券の送付及び尿試験紙の供給を実施。 

・年度末に事業の効果測定を実施。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


